
広報やすぎ７月号別冊

令和６年度令和６年度　安来市　安来市

障がい者福祉・介護予防障がい者福祉・介護予防
ガイドブックガイドブック

総合相談事業
　安来市では高齢者の
介 護・ 健 康・ 生 活 の こ
と に 関 す る 相 談、 高 齢
者虐待の相談・支援等、
相談業務を右記のセン
ターに委託し実施して
い ま す。 ま た ､ 地 域 包
括支援センターはくた
に は、 認 知 症 相 談 室 を
設けています。

○安来市地域包括支援センター（安来市社会福祉協議会広瀬支所内）
　　総合相談 ☎ 32-9110 または 32-3310
○安来市地域包括支援センターはくた（いきいきの郷はくた内）
　　総合相談および認知症相談☎ 37-1540
○安来市地域包括支援センターやすぎ（安来市社会福祉協議会内）
　　総合相談☎ 27-7100
○在宅介護支援センター
　　ケアプランやすぎ☎ 22-0500、しらさぎ苑☎ 28-8580、
　　ひろせ☎ 32-9280

【発行】
福祉課、介護保険課（安来市健康福祉センター内）

広報紙から抜き取ってご利用ください。

保存版保存版

障がい者福祉 ３～５ページ
1. 医療費に関すること
2. 補装具・日常生活用具
3. 一時預かり支援
4. 障害児通所支援

介護予防
1. 健康づくり
2. 高齢者支援
3. 生活支援

６～８ページ

手帳の申請方法 　２ページ

広報やすぎ７月号別冊

4. 在宅介護者の支援
5. 介護者家族の交流会
6. 介護ボランティア

5. 地域生活支援
6. 障がい福祉
7. 各種料金

（「いきいき健康教室」の様子）

お気軽に相談ください！



広報やすぎ７月号別冊

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

福祉医療

障がいのある人の医療費の自己負担分（入院時の食事
代など、保険給付対象外の費用を除く）の助成があり
ます。手帳の等級、所得に応じて該当・非該当が決ま
ります。※原則１割負担（所得に応じて月額負担の上
限あり）。

○ ○ ○
市民課
☎ 23-3086

後期高齢者医療

65 歳以上 75 歳未満で、手帳を所持している人は、後
期高齢者医療制度で医療を受けることができます。手
帳の等級に応じて該当・非該当が決まります。
※所得に応じて１～３割負担。

○ ○ ○
市民課
☎ 23-3085

１．医療費に関すること 身：身体障害者手帳、精：精神障害者保健福祉手帳、療：療育手帳

手
帳
の
申
請
方
法

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

２

（１）身体障害者手帳
　身体に障がいのある人が、申請に基づき障がいの種類・等級に該当すると認められた場
合に交付される手帳です。

区分 手続き 手続きに必要なもの
はじめて申請するとき

身体障害者手帳
交付・再交付申請

①指定医による診断書　②写真　③個人番号確
認書類　④身体障害者手帳（再交付）

障 が い の 程 度 や 内 容 が 変
わったとき

（２）精神障害者保健福祉手帳
　精神疾患（知的障がいを除く）のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある
人が申請によって該当すると認められた場合に交付される手帳です。

区分 手続き 手続に必要なもの
はじめて申請するとき 精神障害者保健福祉手

帳申請

※有効期間内でも等級
の変更は可能です。

①手帳用診断書　②写真　③個人番号確認書類
※手帳の有効期間は２年です。有効期限の３カ
月前から更新手続きができます。

有効期限がきても引き続き
手帳を持っていたいとき
障がいの状態が重くなった
または軽くなったとき

（３）療育手帳
　発達期（概ね 18 歳まで）に何らかの原因で知的障がいが現れた人が、申請手続きを行い、
該当すると認められた場合に交付される手帳です。

区分 手続き 手続きに必要なもの
交付を受けたい時 交付申請 写真
再判定の時 再判定申請 療育手帳・写真

手帳の種類と申請方法手帳の種類と申請方法

利用できるサービスや制度

　個人の状況によって申請方法が異なりますので事前に相談ください。
　申請から取得までは約 90 日程度必要です。
受付窓口　福祉課（安来市健康福祉センター）、市民課（市役所安来庁舎）、伯太地域センター
問い合わせ先　福祉課　☎ 23-3216



広報やすぎ７月号別冊

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

更生医療
身体上の障がいを軽くしたり取り除いたりし、日常生
活を容易にするために必要な医療が受けられます（指
定医療機関に限ります）。

○ × ×
福祉課
☎ 23-3288

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

児童発達支援
未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行
います。

○ ○ ○

福祉課
☎ 23-3217
安来地域活動支援
センターステップ
☎ 23-0357
櫻苑☎ 28-8778
梨の木園
☎ 28-6048
相談支援センター
サポーターズ
☎ 050-3708-5089
相談支援事業所
らぱん
☎ 26-4577

医療型児童発達支
援

肢体不自由があり、機能訓練や医療的支援が必要な障
がい児を対象に、通所による支援を行います。

保育所等訪問支援
保育所・幼稚園・こども園、小学校等に在籍している
障がい児に、児童発達支援センターが集団生活への適
応のための専門的な支援等を行います。

放課後等デイサー
ビス

就学後の障がい児に、授業の終了後や休日、生活能力
の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行
います。

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

補装具

身体上の障がいを補うための用具の交付 ･ 修理が受け
られます。

【例】義肢、装具、座位保持装置、電動車椅子、歩行器、
歩行補助つえなど

○ × ×
福祉課
☎ 23-3288

※購入・修理前
に申請が必要で
す

日常生活用具

在宅の重度障がいのある人に対し、日常生活がより円
滑に行われるための用具が給付されます。（障がい種別
により給付用具が異なります）。

【例】ストマ用装具、収尿器など　※療養手帳Ａをお持
ちの場合、一部対象となる用具があります

○ × △

２．補装具、日常生活用具の交付・修理

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

就学前障がい児一
時預かり事業

市内の指定された保育施設で、保育施設に入所してい
ない就学前の障がい児を監護している保護者が、家族
の用事や休息等により日中に監護する人がいない時に
一時的に預かり等の支援を行います。

○ ○ ○
福祉課
☎ 23-3249

３． 一時預かり支援

４．障害児通所支援サービス

障
が
い
者
福
祉

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

３

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

相談支援事業
障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談
に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のための必要な
援助を行います。

○ ○ ○
福祉課
☎ 23-3217

５．地域生活支援
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障
が
い
者
福
祉

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

４

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

介護給付

利用には「障害支
援区分」の認定が
必要です。

【居宅介護（ホームヘルプ）】
　居宅で、入浴、排せつ、食事の介護、掃除、買い物、
調理等の家事援助を行います。

【重度訪問介護】
　重度の障がいにより常時介護を必要とする人に居宅
で、入浴、排せつ、食事の介護、外出支援などを総合
的に行います。

【同行援護】
　視覚障がいの人が外出する際、同行して移動等を支
援します。

【行動援護】
　知的または精神障がいの人に、行動により生じる危
険を回避するために必要な支援を行います。

【短期入所（ショートステイ）】
　自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜
間も含め施設で介護等を行います。

【療養介護】
　医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能
訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世
話を行います。

【生活介護】
　常時介護を必要とする人に施設（日中）で、入浴、
排せつ、食事の介護等を行います。

【施設入所支援】
　施設入所者に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介
護等を行います。

○ ○ ○

福祉課
☎ 23-3217

安来地域活動支援
センターステップ
☎ 23-0357

櫻苑
☎ 28-8778

梨の木園
☎ 28-6048

相談支援センター
サポーターズ
☎ 050-3708-5089

相談支援事業所
らぱん
☎ 26-4577 

６．障がい福祉サービス

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がいのある人を対象に、外出
のためのヘルパーを派遣します。
※原則１割負担（ただし、所得に応じて月額負担上限
額有り）。

○ ○ ○

福祉課
☎ 23-3216日中一時支援事業

障がい者等の日中における活動の場の確保と、障がい
者等を介護している家族の一時的な休息のため、日中
の一時預かりを行う事業を実施します。
※原則１割負担（ただし、所得に応じて月額負担上限
額有り）。

○ ○ ○

訪問入浴サービス
事業

身体に障がいのある人が自宅で入浴するための支援、
または簡易風呂での入浴の支援を行います。
※原則１割負担（ただし、所得に応じて月額負担上限
額有り）。

○ × ×

身：身体障害者手帳、精：精神障害者保健福祉手帳、療：療育手帳



広報やすぎ７月号別冊

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

有料道路の料金の
割引

有料道路通行料金が半額になります。事前に市役所の
各庁舎で申請が必要となります。
※療育手帳についてはＡの人のみ対象となります。

○ × ○
福祉課
☎ 23-3216

ＮＨＫ放送受信料
の減免

ＮＨＫの放送受信料の減免が受けられます。免除は全
額免除と半額免除の 2 種類あります。手帳の等級およ
び課税状況によって対象か決まります。

○ ○ ○
福祉課
☎ 23-3216

バス運賃割引
タクシー運賃割引
航空運賃割引

運賃支払または乗車券等の購入の際、各手帳を提示す
ることにより割引きを受けることができます。
割引運賃、実施状況などは各会社に問い合わせくださ
い。

○ ○ ○ 各運行会社

リフト付き乗用車
等運行事業

常時車いすを利用している障がい者および視覚障害
１・２級の障がい者の日常生活における移動を容易に
するため、リフト付き乗用車等の利用を補助します。

○ × ×
福祉課
☎ 23-3216

事業名 内容 身 精 療 問い合わせ

訓練等給付

次の訓練、支援を
受けることができ
ます。

【自立訓練（機能訓練・生活訓練）】
　自立した生活ができるよう、一定期間、身体機能ま
たは生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

【自立訓練（宿泊型）】
　事業所の居室を利用し、日常生活を営むために必要
な訓練・助言・相談を行います。

【就労移行支援】
　企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に
必要な知識および能力の向上のための訓練を行います。

【就労継続支援（Ａ型＝雇用型、Ｂ型＝非雇用型）】
　一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供す
るとともに、知識および能力の向上のために必要な訓
練を行います。

【共同生活援助（グループホーム）】
　共同生活住居での相談や日常生活上の援助。

【就労定着支援】
　一般就労に伴い生じる課題についての支援。

【自立生活援助】
施設から一人暮らしへ移行を希望する人への支援。

○ ○ ○

福祉課
☎ 23-3217

安来地域活動支援
センターステップ
☎ 23-0357

櫻苑
☎ 28-8778

梨の木園
☎ 28-6048

相談支援センター
サポーターズ
☎ 050-3708-5089

相談支援事業所
らぱん
☎ 26-4577

地域相談支援

【計画相談支援】
障がい福祉サービス等を利用する人について、サービ
ス利用時に利用計画を作成し、サービス利用のモニタ
リングを行います。

【地域移行支援】
　障がい者支援施設、精神科病院等を退所する人を対
象に、地域へ移行するための相談、地域移行の計画作
成等を行います。

【地域定着支援】
　居宅において単身で生活する障がいのある人を対象
に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援
を行います。

○ ○ ○

福祉課
☎ 23-3217
安来地域活動支援
センターステップ
☎ 23-0357
櫻苑☎ 28-8778
梨の木園
☎ 28-6048
相談支援センター
サポーターズ
☎ 050-3708-5089
相談支援事業所
らぱん
☎ 26-4577

７．各種料金の割引

次ページから介護予防サービスのページになります。

障
が
い
者
福
祉

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

５
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介
護
予
防

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

６

事業名 内容 対象者 問い合わせ

ほっとサロン（ミ
ニデイ・ミニサロ
ンを統合し内容を
見直しました）

月１回、自治会や地域のボランティアなどによ
る、介護予防や趣味活動、健康講座など高齢者
を中心とした集いを開催します。▼利用料：団
体により異なります。▼会場：集会所や交流セ
ンター等　▼期間：４月～３月※実施団体は安
来市社会福祉協議会に問い合わせください。

おおむね 65 歳
以上の人

安来市社会福祉 
協議会伯太支所
☎ 37-1432

ふれあい講座

月１回、転倒予防・健康増進のための簡単な 体操
や、栄養指導、口腔ケア、季節に合った 趣味活動
等を行います。▼利用料：１回 1,200 円程度　▼
会場：ふれあいプラザ　▼期間：４月～３月

65 歳以上で、介
護保険の認定を
受けていない人

介護老人保健施設
昌寿苑
☎ 22-1234

いきいき健康教室

週 1 回、介護予防についての内容を取り入れた講
話と運動などにより、運動機能を高めます。 
▼利用料：月 1,000 円　▼会場：広瀬社会福祉
センター（毎週木曜日の午後）、井尻老人福祉セ
ンター（毎週金曜日の午前）、安来市民体育館（毎
週金曜日の午後）　▼期間：４月～３月

65 歳以上で、介
護保険の認定を
受けていない人

安来レクリエー
ション協会（担当：
山根）☎ 22-1433

口腔機能向上支援
事業

地区の研修会、集会等に歯科衛生士が出向き口
腔ケア、ブラッシング等の指導を行います。
▼利用料：無料　▼期間：６月～３月  65 歳以上のおよ

そ 10 人以上の
団体・グループ

介護保険課
☎ 23-3226

リハビリテーショ

ン専門職派遣事業

地区の集いの場等にリハビリテーション専門職

が出向き介護予防に関する講義および実技指導

等を行います。▼利用料：無料　▼期間：６月

～３月   

運動器の機能向上

支援事業

【パワーリハビリ・転倒骨折予防】
月２回、理学療法士の指導により、ストレッチ、
バランス運動、マシンを利用した筋力トレーニ
ングと有酸素運動 などの実技と介護予防につい
ての学習を通して、生きがいや健康づくりを支
援します。▼利用料：１回 200 円▼会場：安来
第一病院▼期間：4 月～３月

65 歳以上で、介

護保険の認定を

受けていない人

ヘルスケアセン

ター　アクティブ

☎ 22-3523

【パワーリハビリ・転倒骨折予防】
月２回、昌林会が実施しているいきいき教室の
プログラムの中で、転倒予防、健康増進のため
の簡単な体操や筋力トレーニングを行います。
送迎有。▼利用料：１回 800 円（昼食代込）▼
会場：介護老人保健施設昌寿苑▼期間：4 月～
３月

介護老人保健施設

昌寿苑

☎ 22-1234

【水中運動】月２回程度、温水プールでインスト
ラクター指導のもとストレッチ、筋力アップ、
転倒予防など水の特性を利用した運動で健康維
持増進を支援します。送迎バス有。▼利用料：
１回 200 円▼会場：スイミングスクール安来▼
期間：４月～３月

スイミングスクー

ル安来

☎ 22-0848

※火曜休館

１．健康づくり
ここから介護予防サービスのページになります。

安来市の通いの場に関する情報はこちら→
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事業名 内容 対象者 問い合わせ

高齢者外出支援事
業

自宅を起点として、次の場合に利用する介護タクシー
の運賃を、片道 7,500 円を上限に市が負担します。
　①保健・福祉制度の申請・利用
　②福祉施設等への入退所
　③市主催の会議・研修会などへの参加
　④医療機関への受診および入退院 
　⑤二親等以内の親族の冠婚葬祭への参加
※往復で 1 回とし、１カ月につき２回まで利用でき
ます。
利用料：片道につき 7,500 円を超える運賃と各
種の料金（回送料金、待機時間料金、介護料金、
有料道路料金等）は自己負担となります。 
実施機関：介護タクシー田辺、日本交通株式会
社（安来営業所）、介護タクシーサポートきずな、
やまと介護タクシー、とも・life 合同会社

65 歳以上の市
県民税非課税世
帯（同居を含む）
の人で、車椅子
で移動または寝
たきりの人

福祉課
☎ 23-3224

緊急通報電話

電話回線を利用して通話できる緊急通報装置を
貸し出します。緊急ボタンを押すと警備会社に
通報が入り、通話することができます。利用者
の安否が確認できないときは、あらかじめ 届け
出てある緊急連絡先に警備会社から連絡を取り、
訪問による安否確認を依頼します。 
利用料：無料（ただし、電池交換時には電池代
として 300 円必要です）

65 歳以上の 1
人暮らし世帯ま
たは高齢者世帯
で、日常生活に
何らかの不安が
ある人

福祉課
☎ 23-3224

高齢者補聴器購入
助成事業

認知機能の低下を予防するための補聴器の購入
費用の一部を助成します。※補聴器購入前の事
前申請が必要です。
助成額：上限 20,000 円（お一人につき１回限り
の助成です）※集音器は対象外です。
申請方法：所定の申請書と医師意見書、補聴器

の見積書の３点を、福祉課、安来庁舎市民課窓

口、伯太地域センターのいずれかで提出し、申

請してください。※所定の申請様式は、市ホー

ムページ（下記の２次元コード）で確認いただ

くか、上記申請窓口にあります。

次の①～③の要
件に該当する人
① 65 歳以上の人

②身体障害者手帳

（聴覚障害）の対象

とならない、中程

度の難聴がある人

③医師（耳鼻咽喉

科医）により、補

聴器を装用するこ

とで、認知機能の

低下を予防するこ

とに一定の効果が

期待できると判断

された人

福祉課
☎ 23-3216

２．高齢者支援
介
護
予
防

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

７

事業名 内容 対象者 問い合わせ

一般介護予防事業
「こけないからだ

体操」

週１回、フレイル・介護予防の体操を行います。
定期的に管理栄養士・歯科衛生士によるミニ講
座を実施します。▼利用料：無料　▼会場：ふ
れあいプラザ「機能訓練室」　▼日時：毎週木曜
日 14 時 30 分～

65 歳以上の人
安来市地域包括支
援センターひろせ
☎ 32-9110



広報やすぎ７月号別冊

介
護
予
防

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

８

事業名 内容 対象者 問い合わせ

生活管理指導短期
宿泊事業

家族の人が長期間不在になる場合、市内の施設
等に宿泊できます。▼利用料：食費・居住費等

（原則１回の利用は７日間以内）▼施設：市内介
護保険入所施設など

65 歳以上で介
護保険の認定を
受けていない家
族の支援を必要
とする人

福祉課
☎ 23-3224

高齢者生活福祉セ
ンター（居住部門）
事業

降雪期など自宅での生活が不安な人に、期間を定
めて住まいの場を提供します。要事前登録。生活
家電・日用品等は別途準備が必要となります。▼
利用料：利用者の収入に応じて、費用負担が変
わります。▼施設：いきいきの郷はくた

身体が虚弱なお
おむね 65 歳以
上で、介護保険
の認定非該当ま
たは要支援と認
定された人とそ
の配偶者

福祉課
☎ 23-3224

事業名 内容 対象者 問い合わせ

介護用品支給事業

要介護４・５の人を在宅で介護している介護者
に介護用品クーポン券を支給します。5,000 円 

（１カ月）のクーポン券を支給し、指定店で使用
できます。指定店は、別途お知らせします。

在宅で要介護
４・５の人を介
護している住民
税非課税世帯の
人

介護保険課
☎ 23-3226

事業名 内容 対象者 問い合わせ

認知症家族のつど
い

参加者同士で情報交換などを行います。▼会場：
ふれあいプラザ▼参加料：無料▼日時：偶数月
の第３月曜日、10 時～ 12 時▼アドバイザー：
認知症の人と家族の会鳥取県支部の相談員、認知
症地域支援推進員

認知症の人を介
護する家族や介
護に関心のある
人

安来市地域包括支
援センター（はく
たサブセンター）
☎ 37-1540

オレンジカフェ
（認知症カフェ）

誰もが気軽に参加し、情報交換やお茶を楽しむこ
とができる「集いの場」です。▼会場：ふれあい
プラザ▼参加料：弁当代等▼日時：毎月第１木曜
日（祝日の場合変更あり）　10 時～ 14 時

認知症の人やご
家族、医療職や
介護等専門職、
地域在住の人

のんびり会
（本人交流会）

認知症の当事者相互で語り合う会です。▼会場：
ふれあいプラザ▼参加料：弁当代等▼日時：奇数
月第３金曜日　10 時～ 14 時

認知症の当事者

事業名 内容 対象者 問い合わせ

生活支援ボラン
ティア養成講座

ほっとサロン事業のスタッフ育成を目的としたボ
ランティア養成講座です。詳細は、別途募集案内
時にご確認ください。▼期間：９月頃を予定

安来市在住で、ボ
ランティアに関
心のある人

安来市社会福祉
協議会伯太支所
☎ 37-1432

３．生活支援

４．在宅で介護している皆さんへの支援

５．認知症の人や介護者家族の交流会

６．介護のボランティアをしたい

認知症に関する情報はこちら→
　　「安来市認知症ケアパス」


